
【昭和二十二年法律第五十四号（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律）（昭和二十二年四月十四日法律第五十四号）】 

 
第三条  事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 
第七条  第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会

は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止
め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するため
に必要な措置を命ずることができる。  

２  公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくな
つている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節
に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつて
いる旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要
な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から五年
を経過したときは、この限りでない。  
一 ～ 四  （略） 

第十九条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 
第二十条  前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八

章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約
条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることがで
きる。  

２ （略） 
第四十五条  何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、

公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを
求めることができる。  

２  前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について
必要な調査をしなければならない。  
３・４ （略） 
第四十七条  公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲

げる処分をすることができる。  
一  事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意
見若しくは報告を徴すること。  
二・三  （略） 
四  事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状
況、帳簿書類その他の物件を検査すること。  

２ ～ ４ （略） 
 
 

 
（参照条文） 

参考資料 



【建設業法（昭和二十四年五月二十四日法律第百号）】 

第二十八条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者
が次の各号のいずれかに該当する場合（中略）においては、当該建設業者
に対して、必要な指示をすることができる。（略）  
一  （略） 
二  建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。  
三  建設業者（建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員）又
は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令（入札契約適正化法 及
び履行確保法 並びにこれらに基づく命令を除く。）に違反し、建設業者
として不適当であると認められるとき。  
四～九  （略） 
２  （略） 
３  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項
各号のいずれかに該当するとき（中略）は、その者に対し、一年以内の期
間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

第三十一条  国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県
知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があ
ると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要
な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に
立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  

２ ・３ （略） 
 
【銀行法（昭和五十六年六月一日法律第五十九号）】 
 
第二十五条  内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するた
め必要があると認めるときは、当該職員に銀行（当該銀行を所属銀行とする
銀行代理業者を含む。）の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若し
くは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させるこ
とができる。  
２ ～ ５ （略） 
第二十六条  内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会
社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保
するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、（中略）、又はその
必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停
止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずる
ことができる。  
２  （略） 
 


